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様式例（法第 31条第３項第３号及び施行規則第 24条関係） 

 

○ 役職員等名簿 

 

１．役員 
（ふりがな） 

役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
氏 名 

あかさわ かよこ 
理事、事務局次長 
検討委員会委員 

消費者ネットおかやま 
事務局次長 

有  〇無 該当する場合が生じていない 
赤澤 佳世子 

あかざわ てるひこ 

理事 
ヴァンズ岡山事務所 
所長 一級建築士 有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

赤澤 輝彦 

あんどう ひであき 

理事 
岡山大学生協 
常務理事 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

安藤 英明 

おおが むねお 
理事、事務局長 
検討委員会委員 

司法書士法人楷の木合同法

律事務所 司法書士 
有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

大賀 宗夫 

おおやま ともやす 

副理事長 
弁護士法人ゆずりは 
弁護士 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

大山 知康 

かわだ ひでまさ 

理事長 
河田大本寺田法律事務所 
弁護士 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

河田 英正 
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くとせ けいすけ 

理事 岡山医療生活協同組合 有   〇無 
 
該当する場合が生じていない 

久戸瀬 圭典 

はぎはら よしえ 

理事 
生活協同組合おかやまコー

プ 理事 
有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

萩原 美江 

ひらた しんや 

理事 
司法書士平田事務所 
司法書士 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

平田 真也 

みずしま としひろ  
理事 

水島敏弘司法書士・土地家屋

調査士・行政書士事務所 
司法書士 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

水島 敏弘 

みよし たかみ  
理事 

JA 晴れの国岡山新見女性部 
JA 岡山県女性組織協議会 
JR 西日本井倉駅 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

三好 孝美 

みよし ひでひろ  
理事 

みよし法律事務所 
弁護士 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

三好 英宏 

よしおか しんいち  
理事 

学校法人吉備学園 岡山商

科大学 教授 
有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

吉岡 伸一 

おだ たかよし 

監事 

国立大学法人岡山大学法科

大学院講師 
学校法人吉備学園岡山商科

大学大学院 講師 

有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

小田 敬美 
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国立大学法人愛媛大学 教

授 
かただ ひろゆき 

監事 
一般社団法人 岡山県労働

者福祉協議会 事務局次長 
有  〇無 

該当する場合が生じていない 

堅田 裕之 

だいどう ひさと 

監事 
生活協同組合おかやまコー

プ 執行役員 有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

大同 久人 

 

２．職員 

氏 名 役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
あかさわ かよこ 

事務局次長 
消費者ネットおかやま 
事務局 

〇有  無 該当する場合が生じていない 
赤澤 佳世子 

たけうち ゆみ 

事務局次長 
岡山県生活協同組合連合会 
事務局 

有  〇無 該当する場合が生じていない 
竹内 由美 

えんどう あやの 

事務局員 
岡山県生活協同組合連合会 
事務局 有  〇無 該当する場合が生じていない 

遠藤 綾乃 

 

 



 5 

３．専門委員 

氏 名 役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
かわばた たけし 

検討委員会委員長 弁護士 (河端法律事務所) 〇有  無 該当する場合が生じていない 
河端 武史 

かたおか やすたか 

検討委員会委員 
弁護士 (備中綜合法律事務

所) 
〇有  無 該当する場合が生じていない 

片岡 靖隆 

みやけしょう 

検討委員会委員 弁護士 (翔法律事務所) 有  〇無 該当する場合が生じていない 
三宅 翔 

かとう こうへい 

検討委員会委員 
弁護士(平松・木津法律事務

所) 
〇有  無 該当する場合が生じていない 

加藤 航平 

おおが むねお 
理事・事務局長 
検討委員会委員 

司法書士 (司法書士法人 

楷の木合同事務所) 
〇有  無 該当する場合が生じていない 

大賀 宗夫 

あかだ ようすけ 

検討委員会委員 
司法書士 (おかやま中央司

法書士事務所) 
有  〇無 該当する場合が生じていない 

赤田 陽介 

ごとう さち 

検討委員会委員 
司法書士 (高原司法書士事

務所) 
〇有  無 該当する場合が生じていない 後藤 佐知 

(高原 佐知) 
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なかだ ともあき 

検討委員会委員 
司法書士 
 (司法書士法人 
備中サポートセンター) 

有  〇無 
 
該当する場合が生じていない 

中田 智明 

あかさわ かよこ 
理事・事務局次長

検討委員会委員 
消費生活アドバイザー 
消費生活専門相談員 有  〇無 該当する場合が生じていない 

赤澤 佳世子 

おか みほ 

検討委員会委員 
消費生活相談員 (福山市消

費生活センター) 
〇有    無 

 
該当する場合が生じていない 

岡 美穂 

きとう ゆうき 

検討委員会委員 
学校法人吉備学園 岡山商

科大学 講師 
有  〇無 

 
該当する場合が生じていない 

鬼頭 祐紀 

 

注１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容」については、当該役員、

職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合の措置が

講じられた場合における当該措置の内容を記載し、差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合等の場合が生じなかった場合

には、「該当する場合が生じていない」と記載すること。 

 ３ 役員の「職業」については，役員が兼職している場合には，兼職先と当該兼職先における役職等も漏れなく記載すること。 

 


